
H30. 1.26
第 38号

発行元
仙台河川国道事務所

鳴子国道維持出張所
ＴＥＬ 0229-84-7575

仙台河川国道事務所 鳴子国道維持出張所は、宮城47号のうち

国道４号との交差点から山形県境までを維持管理しています。

みやぎの「かわとみち」情報が満載！仙台河川国道事務所

ホームページはこちら →  http://www.thr.mlit.go.jp/sendai

あけましておめでとうございます。今年も国土交通省鳴子国道維持出張所をよろしくお願いいたします。

平成３０年はじめの「鳴子国道だより」では、道路利用者の疑問にお答えします。

Ｑ１．凍結抑制剤ってなに？

Ａ１．凍結抑制剤は、「凍結を抑制する」もので、雪や

氷を溶かすものではありません。路面を凍りにく

くする目的で散布しています。

Ｑ２．いつ散布するの？

Ａ２．気象情報や道路の状況を確認し、道路が凍結し

はじめる深夜や早朝に散布することが多いです。

また、朝・夕の渋滞を避けるよう配慮して散布作

業を行っています。

Ｑ３．どこに散布するの？

Ａ３．交差点、橋りょう、急な

坂道やカーブ、トンネル

の出入口、日かげにな

るような場所に散布を

しています。

道路利用者の皆様へのおねがい

平成30年１月１５日にJR東日本が運行している

「TRANSUITE（ﾄﾗﾝｽｲｰﾄ）四季島」が鳴子温泉地域

に立ち寄りました。当日は、市立川渡幼稚園の園

児らが国道４７号「黒崎もしもしピット」から乗客に

向けて、かわいくお見送りをしていました。

「ステキな一日を！」と見送る園児たち

作業は、凍結抑制剤を道路全体に広げるため、広範囲に

散布しています。そのため、散布車に近づくと凍結抑制剤

が降りかかる恐れがあります。また、散布は作業に適した

速度で行っています。適度な車間距離を保ち、無理な追い

越しをしないようにお願いします。

をお楽しみください！

作業中はご迷惑をおかけしますが、みな

さまのご理解・ご協力をお願いします。


